
( ) (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
変
更
の
届
出

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
の
届
出

(

同

)

…

�

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

同

)

…

�

○
右

同

(
同

)

…

�

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
変
更
の
届
出

(

同

)
…

�

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
変
更
の
届
出

(

同

)

…

�

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の

指
定

(

保
健
衛
生
課)

…

�

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
師
の
指
定

(

同

)

…

�

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
主

と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を
行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
担
当
す
る
診
療
科
名
の
変
更
の
届
出

(

同

)

…

�

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

障
害
福
祉
課)

…

�

○
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要

(

畜

産

課)

…

�

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

(

県
民
生
活

文

化

課)

…

�

公
安
委
員
会

○
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

(

新
規
取
得
講
習)

の
実
施

(

保

安

課)

…

	

○
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

(

追
加
取
得
講
習)

の
実
施

(

同

)

…
�


収
用
委
員
会

○
公
示
送
達

(

監

理

課)

…
��

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
……

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成27年７月10日 金曜日 第4019号1

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

桂
整
形
外
科
医
院

あ
お
ぞ
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

サ
イ
ト
ウ
整
形
外
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

小
川
原
湖
ク
リ
ニ
ッ
ク

五
所
川
原
市
弥
生
町
一
六
の
一

三
沢
市
中
央
町
四
丁
目
一
の
二

三
沢
市
緑
町
三
丁
目
一
の
三

上
北
郡
東
北
町
上
北
北
一
丁
目
三
四
の
四
五

平
成
��

･

�･

�

��･

�･

�

��･

�･

�

��･

�･

�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
	



�
�
	


�
�
�
�
�
�



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
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の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
三
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら

名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五

十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成27年７月10日 金曜日 第4019号3

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
イ
ト
ウ
整
形
外
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

小
川
原
湖
ク
リ
ニ
ッ
ク

タ
ム
ラ
薬
局

三
沢
市
緑
町
三
丁
目
一
の
三

上
北
郡
東
北
町
上
北
北
一
丁
目
三
四
の
四
五

三
沢
市
緑
町
三
丁
目
一
の
一
八

平
成
��

･

�･

�

��･

�･

�

��･

�･

�

事

業

者

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

拓
心
会

五
所
川
原
市
大
字

水
野
尾
字
懸
樋
二

二
二
の
三

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
ハ

ル
ニ
レ

五
所
川
原
市
大
字
水

野
尾
字
懸
樋
二
二
二

の
三

平
成

��･

�･

��

区

分

名

称

所

在

地

変
更
年
月
日

変
更
前

医
療
法
人
夏
堀
デ
ン
タ
ル
ク

リ
ニ
ッ
ク
福
地
診
療
所

変
更
後

医
療
法
人
夏
堀
デ
ン
タ
ル
ク

リ
ニ
ッ
ク
南
部
診
療
所

八
戸
市
城
下
一
丁
目
一
五
の
二

八

平
成
��･

�･

�

事

業

者

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日



( )

青
森
県
告
示
第
五
百
五
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
六
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号)

第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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変
更
前

三
沢
市
大
字
三
沢

字
淋
代
一
一
六
の

三
〇
九
七

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
同
仁

会

三
沢
市
大
字
三
沢

字
淋
代
一
一
六
の

三
〇
九
七

や
す
ら
ぎ
訪

問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

三
沢
市
中
央
町
二

丁
目
三
の
三
一
Ｂ

号

平
成

��･

��･

��

変
更
前

平
内
町
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
宏
仁

会

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
小
湊
字
薬
師

堂
六
三
の
二
三

清
風
荘
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
小
湊
字
薬
師

堂
六
三
の
六
〇

��･

�･

�

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

み
ち
の
く
記
念
病
院

八
戸
市
小
中
野
一
丁
目
四
の
二
二

平
成

��･

�･

�

六
ケ
所
村
国
民
健
康
保
険
千
歳
平

診
療
所

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹
崎
三
九

八
の
一

��･

�･

�

ベ
イ
薬
局
緑
ヶ
丘
店

む
つ
市
緑
ヶ
丘
三
五
の
四

��･

�･

�	

い
と
う
整
形
外
科
・
ス
ポ
ー
ツ
ク

リ
ニ
ッ
ク

八
戸
市
東
白
山
台
二
丁
目
三
五
の
七

��･

�･

�

か
き
ざ
き
生
活
習
慣
病
ク
リ
ニ
ッ

ク

八
戸
市
大
字
湊
町
字
上
田
屋
前
二
九
の
一

二

〃

小
川
原
湖
ク
リ
ニ
ッ
ク

上
北
郡
東
北
町
上
北
北
一
丁
目
三
四
の
四

五

〃

ア
ポ
テ
ッ
ク
白
山
台
店

八
戸
市
東
白
山
台
二
丁
目
三
五
の
六

〃

仙
真
堂
薬
局
青
森
労
災
病
院
前
店

八
戸
市
大
字
白
銀
町
字
南
ケ
丘
二
の
六

〃

ミ
ン
ト
薬
局

八
戸
市
大
字
湊
町
字
上
田
屋
前
二
九
の
二

三

〃

あ
お
ぞ
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

三
沢
市
中
央
町
四
丁
目
一
の
二

��･

�･

�

か
わ
せ
み
薬
局

八
戸
市
大
字
田
向
字
冷
水
二
二
の
二
の
二

��･

�･

��

や
す
ら
ぎ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

三
沢
市
中
央
町
二
丁
目
三
の
三
一
太
田
店

舗
Ｂ
号

��･

�･

��

サ
イ
ト
ウ
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

三
沢
市
緑
町
三
丁
目
一
の
三

��･


･

�

タ
ム
ラ
薬
局

三
沢
市
緑
町
三
丁
目
一
の
一
八

〃

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を

行

う

医

療

機

関

指
定
医
の

区

分

氏

名

名

称

所

在

地

担

当

す

る

診

療

科

名

指

定

年
月
日



( )

青
森
県
告
示
第
五
百
七
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号)

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
か
ら
主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を

行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
担
当
す
る
診
療
科
名
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
令
第
二
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。
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難
病
指
定

医

三
須

建
郎

独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
八
戸
病

院

八
戸
市
吹
上
三
丁

目
一
三
の
一

神
経
内
科

平
成

��

･

�･

�

難
病
指
定

医

熊
谷

美
香

八
戸
市
立
市

民
病
院

八
戸
市
大
字
田
向

字
毘
沙
門
平
一

呼
吸
器
科

��

･

�･

��

難
病
指
定

医

沖

栄
真

つ
が
る
西
北

五
広
域
連
合

つ
が
る
総
合

病
院

五
所
川
原
市
字
岩

木
町
一
二
の
三

小
児
科

��

･

�･

��

難
病
指
定

医

藤
井

俊
策

エ
フ.

ク
リ

ニ
ッ
ク

青
森
市
浜
田
三
丁

目
三
の
七

産
婦
人
科

��

･

�･

�

難
病
指
定

医

安
ヶ
平

英

夫

八
戸
市
立
市

民
病
院

八
戸
市
大
字
田
向

字
毘
沙
門
平
一

呼
吸
器
科
、
内
科

〃

難
病
指
定

医

秋
田

護

青
森
慈
恵
会

病
院

青
森
市
大
字
安
田

字
近
野
一
四
六
の

一

整
形
外
科

��

･

�･

��

難
病
指
定

医

石
井

健
太

郎

弘
前
市
立
病

院

弘
前
市
大
字
大
町

三
丁
目
八
の
一

内
科

��

･

�･

��

難
病
指
定

医

木
村

正
英

木
村
脳
神
経

ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
代
官

町
九
六
の
一

脳
神
経
外
科

��

･

�･

�	

難
病
指
定

医

竹
本

歩

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

内
科

��

･

�･

��

難
病
指
定

医

佐
藤

光
亮

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

総
合
診
療
部

〃

難
病
指
定

医

舘
山

俊
太

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

循
環
器
科

〃

難
病
指
定

医

堤

伸
二

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

外
科

〃

難
病
指
定

医

大
久
保

文

雄

国
民
健
康
保

険
南
部
町
医

療
セ
ン
タ
ー

三
戸
郡
南
部
町
大

字
下
名
久
井
字
白

山
八
七
の
一

内
科

��

･

�･

�


難
病
指
定

医

武
田

眞

国
民
健
康
保

険
南
部
町
医

療
セ
ン
タ
ー

三
戸
郡
南
部
町
大

字
下
名
久
井
字
白

山
八
七
の
一

循
環
器
内
科

〃

難
病
指
定

医

千
葉

茂
夫

国
民
健
康
保

険
南
部
町
医

療
セ
ン
タ
ー

三
戸
郡
南
部
町
大

字
下
名
久
井
字
白

山
八
七
の
一

外
科

〃

難
病
指
定

医

江
渡

博
之

え
と
内
科
医

院

十
和
田
市
西
三
番

町
一
の
二
八

内
科

〃

難
病
指
定

医

大
島

真
理

大
島
眼
科

八
戸
市
根
城
四
丁

目
二
〇
の
一

眼
科

〃

難
病
指
定

医

�
西

亜
希

子

八
戸
市
立
市

民
病
院

八
戸
市
大
字
田
向

字
毘
沙
門
平
一

周
産
期
セ
ン
タ
ー

〃

難
病
指
定

医

�
西

剛
一

郎

八
戸
市
立
市

民
病
院

八
戸
市
大
字
田
向

字
毘
沙
門
平
一

婦
人
科
内
視
鏡
外

科

〃

難
病
指
定

医

石
田

晋
吾

協
立
ク
リ

ニ
ッ
ク

青
森
市
東
大
野
二

丁
目
二
の
二

内
科

��･

�･

�	

難
病
指
定

医

竹
村

龍
哉

医
療
法
人
同

仁
会
浪
打
病

院

青
森
市
合
浦
二
丁

目
一
一
の
二
四

内
科

〃

難
病
指
定

医

齋
藤

啓

サ
イ
ト
ウ
整

形
外
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

三
沢
市
緑
町
三
丁

目
一
の
三

整
形
外
科

��

･

�･

�

難
病
指
定

医

石
堂

久
則

東
八
戸
病
院

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
西
ノ
平
二
五

の
四
四
〇

神
経
科
、
精
神
科

��

･

�･

�

難
病
指
定

医

吹
田

淑
子

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

眼
科

〃

難
病
指
定

医

田
中

裕
之

公
立
七
戸
病

院

上
北
郡
七
戸
町
字

影
津
内
九
八
の
一

内
科

��

･

�･

�



( )

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を

行

う

医

療

機

関

区

分

指
定
医

の
区
分

氏

名

名

称

所

在

地

担
当
す
る

診
療
科
名

変

更

年
月
日

変
更
前

青
森
慈
恵
会

病
院

青
森
市
大
字
安
田

字
近
野
一
四
六
の

一

変
更
後

難
病
指

定
医

沖
津

玲
奈

お
き
つ
内
科

青
森
市
古
川
二
丁

目
八
の
一
六

内
科

平
成

��

･

�･

�

変
更
前

独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
弘
前
病

院

弘
前
市
大
字
富
野

町
一

消
化
器
・

血
液
内
科

変
更
後

難
病
指

定
医

間
山

恒

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

消
化
器
内

科
、
血
液

内
科
、
膠

原
病
内
科

〃

変
更
前

弘
前
市
立
病

院

弘
前
市
大
字
大
町

三
丁
目
八
の
一

変
更
後

難
病
指

定
医

脇
屋

太
一

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

外
科

〃

変
更
前

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

循
環
器
内

科

変
更
後

難
病
指

定
医

阿
部

直
樹

つ
が
る
西
北

五
広
域
連
合

つ
が
る
総
合

病
院

五
所
川
原
市
字
岩

木
町
一
二
の
三

循
環
器
・

呼
吸
器
・

腎
臓
内
科

〃

変
更
前

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

消
化
器
内

科
、
血
液

内
科
、
膠

原
病
内
科

変
更
後

難
病
指

定
医

太
田

健

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

血
液
内
科

〃

変
更
前

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

呼
吸
器
内

科

変
更
後

難
病
指

定
医

中
村

邦
彦

八
戸
市
立
市

民
病
院

八
戸
市
大
字
田
向

字
毘
沙
門
平
一

呼
吸
器
科

〃

変
更
前

つ
が
る
西
北

五
広
域
連
合

つ
が
る
総
合

病
院

五
所
川
原
市
字
岩

木
町
一
二
の
三

循
環
器
・

呼
吸
器
・

腎
臓
内
科

変
更
後

難
病
指

定
医

櫛
引

基

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

循
環
器
科

〃

変
更
前

つ
が
る
西
北

五
広
域
連
合

つ
が
る
総
合

病
院

五
所
川
原
市
字
岩

木
町
一
二
の
三

消
化
器
・

血
液
・
膠

原
病
内
科

変
更
後

難
病
指

定
医

小
山

隆
男

黒
石
市
国
民

健
康
保
険
黒

石
病
院

黒
石
市
北
美
町
一

丁
目
七
〇

内
科

〃

変
更
前

一
部
事
務
組

合
下
北
医
療

セ
ン
タ
ー
む

つ
総
合
病
院

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

循
環
器
内

科

変
更
後

難
病
指

定
医

古
谷

啓
人

青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

循
環
器
・

呼
吸
器
内

科

〃

変
更
前

公
立
野
辺
地

病
院

上
北
郡
野
辺
地
町

字
鳴
沢
九
の
一
二

内
科

変
更
後

難
病
指

定
医

�
井

桂
介

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

消
化
器
内

科

〃

変
更
前

独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
弘
前
病

院

弘
前
市
大
字
富
野

町
一

消
化
器
・

血
液
内
科

変
更
後

難
病
指

定
医

高
杉

か
お

り

公
立
野
辺
地

病
院

上
北
郡
野
辺
地
町

字
鳴
沢
九
の
一
二

内
科

〃



( )

青
森
県
告
示
第
五
百
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
九
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
五
月
八
日
及
び
同
年
六
月
九
日
収
去
さ
せ
た
飼

料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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変
更
前

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

変
更
後

難
病
指

定
医

陳

俊
輔

黒
石
市
国
民

健
康
保
険
黒

石
病
院

黒
石
市
北
美
町
一

丁
目
七
〇

整
形
外
科

〃

変
更
前

黒
石
市
国
民

健
康
保
険
黒

石
病
院

黒
石
市
北
美
町
一

丁
目
七
〇

小
児
科

変
更
後

難
病
指

定
医

北
澤

淳
一

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

臨
床
検

査
・
輸
血

部

〃

変
更
前

黒
石
市
国
民

健
康
保
険
黒

石
病
院

黒
石
市
北
美
町
一

丁
目
七
〇

変
更
後

難
病
指

定
医

能
見

修
也

青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

整
形
外
科

〃

変
更
前

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

内
分
泌
内

科
、
糖
尿

病
代
謝
内

科

変
更
後

難
病
指

定
医

山
下

真
紀

八
戸
市
立
市

民
病
院

八
戸
市
大
字
田
向

字
毘
沙
門
平
一

内
分
泌
糖

尿
病
科

〃

変
更
前

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

循
環
器
内

科
、
救
急

科

変
更
後

難
病
指

定
医

花
田

裕
之

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

救
命
救
急

セ
ン
タ
ー

救
急
部

��

･

�･
�

変
更
前

八
戸
赤
十
字

病
院

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
中
明
戸
二

整
形
外
科

変
更
後

難
病
指

定
医

伊
藤

浩
司

い
と
う
整
形

外
科
・
ス

ポ
ー
ツ
ク
リ

ニ
ッ
ク

八
戸
市
東
白
山
台

二
丁
目
三
五
の
七

整
形
外

科
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
科

〃

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

中
野
脳
神
経
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

青
森
市
大
字
石
江
字
高
間
一
五
〇
の
三

平
成

��･

�･

�

ち
ょ
う
み
ん
薬
局
田
子
店

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
前
田
二
の
一
九

〃

サ
ワ
カ
ミ
薬
局
お
い
ら
せ
青
葉

店

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
久
保
六
三
の
一
八
四

〃

ち
び
き
薬
剤
セ
ン
タ
ー

上
北
郡
東
北
町
字
板
橋
山
一
の
三
〇

〃



( )

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
お
お
だ
ん
な

三

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

正
隆

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
一
本
木
沢
九
二
の
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

認
知
症
、
知
的
・
精
神
・
発
達
障
害
ゆ
え
、
あ
る
い
は
、
高
齢
な
い
し
一
人
暮
ら
し
ゆ
え
、
社

会
経
済
生
活
上
、
不
利
益
を
被
っ
て
い
る
人
な
ら
び
に
被
り
そ
う
な
人
が
少
な
く
な
い
地
域
の
現

況
を
鑑
み
、
成
年
後
見
等
の
利
用
促
進
を
通
じ
、
安
定
力
の
あ
る
地
域
づ
く
り
を
目
指
す
。
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製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
造
(輸
入
)
年
月

試
験
項
目

違
反
の
有
無
及
び

違
反
の
内
容

Ｊ
Ａ
全
農
北
日
本
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
標
準
配
合
飼
料

パ
ワ
ー
チ
ッ
ク
Ｚ
Ｋ
後
期

27.4
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

Ｍ
Ｅ
､
水
分

無

Ｊ
Ａ
全
農
北
日
本
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

た
ま
ご
工
房

27.4
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

Ｍ
Ｅ
､
水
分

無

Ｊ
Ａ
全
農
北
日
本
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

グ
ラ
ン
デ
ィ
ー
ル
Ｂ

27.4
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

Ｔ
Ｄ
Ｎ
､
水
分

無

中
部
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
５

同
左

マ
ル
中
印
大
す
う
育
成
用
配
合
飼

料こ
っ
こ
メ
リ
ッ
ト
育
成
後
期

27.6
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

Ｍ
Ｅ
､
水
分

無

中
部
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
５

同
左

マ
ル
中
印
子
豚
育
成
用
・
肉
豚
肥

育
用
配
合
飼
料

Ｇ
マ
ッ
シ
ュ

27.6
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

Ｔ
Ｄ
Ｎ
､
水
分

無

中
部
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
５

同
左

マ
ル
中
印
成
鶏
飼
育
用
配
合
飼
料

た
ま
ご
の
達
人

27.6
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

Ｍ
Ｅ
､
水
分

無



( )

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
八
十
号

警
備
業
法

(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
二
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

(

以
下

｢

新
規
取
得
講
習｣

と
い
う
。)

を
次

の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等

に
関
す
る
規
則(

昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下｢

講
習
規
則｣

と
い
う
。)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

今

井

高

志

一

講
習
の
区
分

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
に
係
る
新
規
取
得
講
習

二

実
施
期
間
及
び
実
施
時
間

平
成
二
十
七
年
八
月
三
十
一
日

(

月)

か
ら
同
年
九
月
九
日

(
水)
ま
で

(

土
曜
日
及
び
日
曜

日
を
除
く
。)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

三

実
施
場
所

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
は
ま
な
す
会
館

四

受
講
定
員

二
十
五
人

(

予
定)

五

受
講
対
象
者

受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

１

最
近
五
年
間
に
受
講
し
よ
う
と
す
る
警
備
業
務

(

以
下

｢

当
該
警
備
業
務｣

と
い
う
。)

の

区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者

２

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以

下

｢

検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に

係
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書(

以
下｢

合
格
証
明
書｣

と
い
う
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

３

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の

交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し

て
い
る
も
の

４

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則

(

昭
和

六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下

｢

旧
検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
合
格
し
た

者
５

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も

の
に
限
る
。)

に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年

以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

六

受
講
申
込
み
の
手
続

１

受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
等

�

受
付
期
間

平
成
二
十
七
年
八
月
十
日

(

月)

か
ら
同
月
十
四
日

(

金)

ま
で
の
間

�

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

�

受
付
の
締
切
り

受
講
申
込
み
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
受
講
申
込
者
の
人
員
が
予
定
人
員
に
達
し
次
第
、

受
付
を
締
め
切
る
。

２

受
講
申
込
書
の
受
付
場
所

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
込
方
法

六
の
２
の
受
付
場
所
に
受
講
申
込
み
の
書
類
及
び
受
講
手
数
料
を
持
参
し
て
申
込
み
を
行
う

こ
と
と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

受
講
申
込
み
の
書
類

講
習
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
受
講
申
込
書

(

申
込
み
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
写
真
一
葉
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。)

一
通
に
、
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を

疎
明
す
る
次
の
書
面
一
通
を
添
付
す
る
こ
と
。

�

五
の
１
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業

者
等
の
作
成
に
係
る
書
面

(

以
下

｢

警
備
業
務
従
事
証
明
書｣

と
い
う
。)

及
び
履
歴
書

�

五
の
２
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
一
級
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
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( )

る
。)

の
合
格
証
明
書
の
写
し

�

五
の
３
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
二
級
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

�

五
の
４
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
旧
一
級
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る
。)

の
合
格
証
の
写
し

�

五
の
５
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
旧
二
級
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る
。)
の
合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

５

受
講
手
数
料

受
講
手
数
料
四
万
七
千
円
分
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
書
提
出
時
に
納
入
す

る
こ
と
。

七

講
習
受
付
時
間

講
習
初
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
の
間

八

そ
の
他

１

講
習
終
了
後
、
修
了
考
査
を
行
い
、
講
習
に
係
る
事
項
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

し
、
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

２

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

九

受
講
申
込
み
に
関
す
る
問
合
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
保
安
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

２

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
八
十
一
号

警
備
業
法

(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
二
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

(

法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
警
備
員

指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講

習
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下

｢

講
習
規
則｣

と
い

う
。)

第
七
条
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書

(

以
下

｢

資
格
者
証
等｣

と
い
う
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
当
該
資
格
者
証
等
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
以
外

の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
講
習
。
以
下

｢

追
加
取
得
講
習｣

と
い
う
。)

を
次
の
と
お
り
実
施
す

る
の
で
、
講
習
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

今

井

高

志

一

講
習
の
区
分

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
に
係
る
追
加
取
得
講
習

二

実
施
期
間
及
び
実
施
時
間

平
成
二
十
七
年
九
月
三
日

(

木)

か
ら
同
月
九
日

(

水)

ま
で
の
間

(

土
曜
日
及
び
日
曜
日
を

除
く
。)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

三

実
施
場
所

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
は
ま
な
す
会
館

四

受
講
定
員

七
人

(

予
定)

五

受
講
対
象
者

受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
受
講
し
よ
う
と
す
る
警
備
業
務

(

以
下

｢

当
該
警
備
業
務｣

と
い

う
。)

の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
資
格
者
証
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
、
か

つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

１

最
近
五
年
間
に
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三

年
以
上
で
あ
る
者

２

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以

下

｢

検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に

係
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書(

以
下｢

合
格
証
明
書｣

と
い
う
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

３

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の

交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し

て
い
る
も
の

４

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則

(

昭
和

六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下

｢

旧
検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
合
格
し
た

者
５

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も

の
に
限
る
。)

に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年

以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

六

受
講
申
込
み
の
手
続

１

受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
等
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( )

�

受
付
期
間

平
成
二
十
七
年
八
月
十
一
日

(

火)

か
ら
同
月
十
四
日

(

金)

ま
で
の
間

�

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

�

受
付
の
締
切
り

受
講
申
込
み
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
受
講
申
込
者
の
人
員
が
予
定
人
員
に
達
し
次
第
、

受
付
を
締
め
切
る
。

２

受
講
申
込
書
の
受
付
場
所

青
森
県
内
の
警
察
署

(
警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
込
方
法

六
の
２
の
受
付
場
所
に
受
講
申
込
み
の
書
類
及
び
受
講
手
数
料
を
持
参
し
て
申
込
み
を
行
う

こ
と
と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

受
講
申
込
み
の
書
類

講
習
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
受
講
申
込
書

(
申
込
み
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
写
真
一
葉
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。)

一
通
及
び
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
当
該
警

備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
資
格
者
証
等
の
写
し
に
、
受
講
対
象
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面
一
通
を
添
付
す
る
こ
と
。

�

五
の
１
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業

者
等
の
作
成
に
係
る
書
面

(

以
下

｢

警
備
業
務
従
事
証
明
書｣

と
い
う
。)
及
び
履
歴
書

�

五
の
２
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
一
級
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

の
合
格
証
明
書
の
写
し

�

五
の
３
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
二
級
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

�

五
の
４
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
旧
一
級
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る
。)

の
合
格
証
の
写
し

�

五
の
５
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
旧
二
級
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る
。)

の
合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

５

受
講
手
数
料

受
講
手
数
料
二
万
三
千
円
分
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
書
提
出
時
に
納
入
す

る
こ
と
。

七

講
習
受
付
時
間

講
習
初
日
の
午
前
十
一
時
十
五
分
か
ら
午
前
十
一
時
四
十
五
分
ま
で
の
間

八

そ
の
他

１

講
習
終
了
後
、
修
了
考
査
を
行
い
、
講
習
に
係
る
事
項
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

し
、
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

２

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

九

受
講
申
込
み
に
関
す
る
問
合
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
保
安
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

２

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

収

用

委

員

会

公
示
送
達

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
送
達
を
行
う
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

送
達
す
べ
き
裁
決
書
の
名
称

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
二
日
付
け
裁
決
書

(

青
収
委
第
六
号)

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
裁
決
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も

そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
裁
決
書
は
、
平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま

す
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

別
表

青 森 県 報平成27年７月10日 金曜日 第4019号 12

氏
名

住
所

池
田
忠

住
所
不
明

た
だ
し
､
戸
籍
の
附
票
の
住
所
(昭
和
５
８
年
８
月
３
１
日

職
権
消
除
)

岩
手
県
北
上
市
黒
沢
尻
町
字
町
分
二
地
割
２
６
６
番
地
３

天
河
映
里

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
住
所

東
京
都
港
区
三
田
５
丁
目
１
番
７
号
リ
ー
ブ
ル
三
田
３

０
１

佐
賀
久
義

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
除
票
の
住
所
(平
成
１
６
年
２
月
１
８
日

職
権
消
除
)

静
岡
県
沼
津
市
千
本
東
町
４
６
番
地
の
５
金
刺
ハ
イ
ツ
２

０
１
・
金
刺
一
夫
方

杉
本
津
起
子

住
所
不
明

た
だ
し
､
戸
籍
の
附
票
の
住
所
(平
成
１
６
年
３
月
１
５
日

職
権
消
除
)

宮
城
県
石
巻
市
門
脇
字
四
番
谷
地
１
５
番
地
４
５

竹
内
衞

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
住
所

青
森
県
む
つ
市
大
湊
浜
町
２
３
番
１
０
号

竹
内
卓

住
所
不
明

た
だ
し
､
戸
籍
の
附
票
の
住
所
(平
成
１
９
年
３
月
８
日

職
権
消
除
)

青
森
県
む
つ
市
大
畑
町
中
島
９
８
番
地

宮
古
憲
一

住
所
不
明

た
だ
し
､
住
民
票
の
住
所

兵
庫
県
洲
本
市
津
田
１
６
番
地
１


